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近年、民間不動産会社等の調査で、大宮、浦和、
川口など埼玉県内の街が住みたい街として取り上げ
られるようになった。埼玉県は全国第5位、730万人
以上の人口を有するとともに、人口の増加も続いてお
り、これに対応し様々な生活環境の整備が進められ
てきた。埼玉県政世論調査では、「今住んでいるとこ
ろは全体として住み良いところだと思う」とする県民
の割合は年々増加し76.6％に達している。
埼玉県は、東京都に隣接する南部の地域、東京都

から距離のある北部の地域、その中間の地域でそれ
ぞれの特徴があり、住民が求める住み良さの基準や、
まちづくりの重点も異なっている。
本稿では、埼玉県全体について暮らしに関わる生
活環境を見た上で、地域毎の特性や求められるまち
づくりの方向等についてみていく。

2020年度の埼玉県政世論調査によると、「今住
んでいるところは、全体として住み良いところだと思
う」に対して、「まったくそうだと思う」8.0％、「まあそ
うだと思う」68.6％、「あまりそう思わない」17.7％、
「まったくそう思わない」3.0％、「わからない」1.7％な

どとなっている。「まったくそうだと思う」と「まあそう
だと思う」を合わせると76.6％となり（以下、住み良
いとする）、埼玉県は住み良いとする県民が8割近く
にのぼっている。また、住み良いとする割合は、2005
年度の63.9％から2020年度には76.6％となり、住み
良いとする割合は年々高くなっている。
 

住み良さの一つの指標として、公共施設等の整備
状況をみてみる。全国で人口の多い上位7都府県
（東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉
県、兵庫県）における人口当たりでの比較でみると、
埼玉県は、公民館等数1位、図書館数、劇場・音楽堂
等数がそれぞれ2位、公共スポーツ施設数、都市公
園面積がそれぞれ3位である。東京圏の1都3県の中
でも上位となっており、埼玉県は生活に必要な施設
の整備が進んでおり、住み良さの一因となっていると
考えられる。
かつては買い物などで東京都への流出が多いとさ
れていたが、埼玉県広域消費動向調査をみると、
1986年、2000年、2015年について、県内購買率が
89.8％→92.4％→94.6％と高まっている。県内では
大型商業施設の開業や駅前の整備などが進み、近
隣で買い物などを楽しめるところが増えており、こうし
た面での生活環境も向上している。また、圏央道など
道路整備が進み、物流施設や食品などの生産拠点、

らの距離、東京都への通勤・通学状況により地域の
特徴に違いがみられる。埼玉県政世論調査では埼玉
県を10地域に分類しており、地域分類は表の通りで
ある。なお、地域別での東京都へ通勤・通学する割合
は、東京都に近接する南西部地域、南部地域、西部
地域、さいたま地域、東部地域で高く、東京都から距
離のある秩父地域、北部地域で低い。県央地域、川
越比企地域、利根地域は東京都からの距離と同様
に中間となっている。
埼玉県政世論調査により地域別に住み良さにつ

いてみると、「住み良い」とする割合は、南部地域
80.5％、さいたま地域80.4％、南西部地域79.7％な

大型商業施設の立地などによる働く場所の増加、地
域の活性化も住み良さの評価につながっており、自
然災害が比較的少ないことも評価されていると考え
られる。
一方、人口当たり医師数が先の7都府県で最も少

なく、同刑法犯認知件数が3番目に多いなど、改善が
求められる面もある。

埼玉県は、地勢的また歴史的にそれぞれ特徴を
持った、いくつかの地域に分けられる。また、東京都か

ど、東京都に近い地域でやや高い傾向がみられるが、
極端な違いはない。それぞれの地域は全体としてみ
ると住み良いところと思われており、県全体として比
較的バランスがとれている。

「住み良さ」についての調査を項目別にみると、全
体とは違い地域別で違いが出てくる。「鉄道など交通
網が整っている」では、「まったくそうだと思う」と「ま
あそう思う」を合わせた割合（以下、「そう思う」）が
高いのは、南西部地域、さいたま地域それぞれ
73.3％、南部地域68.2％、低いのは秩父地域39.5％、
北部地域50.5％、川越比企地域56.5％、利根地域
60.8％となっており、東部地域、県央地域、西部地域
はその間にある。
東京都に近く東京都に通勤・通学する割合が高い
地域で「鉄道など交通網が整っている」とする割合
が高い。こうした地域では、交通利便性が住み良さの
評価につながっており、住む場所の選択基準として
重視されていると考えられる。

応のための有効な対応策と位置付けている｡気候変
動や生物多様性の劣化など、世界全体が直面する脅
威に対し、効率性のみならず持続可能性や強靭性を
重視する活動に変化し、特に地球温暖化が引き起こ
す気候変動問題は現実の脅威として最大のグローバ
ル課題となっている｡ 
日本でも、2020年10月に菅総理が所信表明で

「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする
カーボンニュートラルを目指す｣と宣言した｡革新的な
イノベーションの促進や規制改革などの政策を総動
員して、脱炭素社会の実現に取り組むとしている｡
第6期基本計画では、国内外の情勢変化を踏まえ
｢グローバル課題への対応｣とコロナ禍に対応する
「国内の社会構造の変革」の両立が不可欠との認識
の下、日本が目指す社会を「直面する脅威や先の見
えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靭性を
備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひ
とりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」
と表現し、その実現に向けた『「総合知による社会変
革」と｢知・人への投資｣の好循環』という科学技術・
イノベーション政策の方向性を示した。このような未
来社会を実現することこそが、第6期基本計画を策
定する目的としており、ＳＤＧｓとも軌を一にするものと
している。
また、その達成のため、次の5年間で約30兆円の
政府研究開発投資を確保し、これを呼び水として官
民合わせて約120兆円の研究開発投資を行っていく
ことが明記された｡
第6期基本計画では、第5期基本計画において提
唱された「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融
合させたシステムにより、経済発展と社会課題の解決
を両立する人間中心の社会」Society5.0という未来
社会を具現化していくため、以下の政策を示している。
(1)国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な
社会への変革
(2)知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる
研究力の強化

(3)一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現
する教育・人材育成

統合イノベーション戦略２０２１
第6期基本計画の実行計画として位置付けられて

いる最初の年次戦略が、6月18日に閣議決定された
「統合イノベーション戦略2021」である。第6期基本
計画策定後における各国間の技術覇権争い、気候変
動問題への対策について、国内外の大きな変化を踏
まえ、以下の6つを政策の柱に掲げている｡

地球温暖化問題についてはカーボンニュートラル
の実現を念頭に、革新的な技術の開発と社会実装を
加速化し、非連続なイノベーションの創出につながる
研究開発の必要性を示している｡ 特に温室効果ガス
排出量の8割以上を占めるエネルギー分野の取組の
重要性を示し、電力部門の脱炭素化を大前提に掲げ
ている。

埼玉県の科学技術基本計画
埼玉県では1997年度に「埼玉県科学技術基本計
画」が策定され、現在「埼玉県第4期科学技術基本
計画」（2017～2021年度）の最終年度を迎えている。
現計画では「県民生活の質の向上と地域産業の
振興に資するイノベーションの推進により、科学技術
発展の恩恵を県民と企業が享受する社会の実現」を
基本理念とし、3つの基本目標を掲げている｡
１．「稼ぐ力」を高める
２．科学技術を活用した暮らしやすい社会をつくる
３．科学技術イノベーションを支える「人財」を育てる。

研究主幹
棚沢 英明

はじめに
国内で新型コロナウイルス感染症の感染者が初め

て確認されてから、既に１年半が経過した。徐々にワク
チン接種が拡大し、感染収束への期待が高まりつつ
ある｡しかしながら、国産のワクチン開発にはもう少し
時間が必要であり、また感染症の拡大は改めて日本
のデジタル化の遅れを表面化させる契機ともなった｡
この間、日本の科学技術振興の方針を示す｢第6期
科学技術・イノベーション基本計画｣（以下「第6期基
本計画」という。）が策定された｡（2021年3月26日閣
議決定） 激しく時代が変化する中、様々な分野で多種
多様な課題解決を図るため､科学技術やイノベーショ
ン創出に対する期待はこれまで以上に高まっている｡ 
本稿では、新たな科学技術政策と脱炭素社会の実
現というグローバル課題に向けた新たなエネルギー
政策について、科学技術の観点から考えてみたい。

科学技術基本法等の改正
1995年11月、日本の科学技術政策の基本的な枠
組であるとともに、日本が「科学技術創造立国」を目
指し、科学技術の振興を強力に推進していく上での
バックボーンとして「科学技術基本法」が施行された。
2020年には、ＡＩやＩｏＴなど科学技術・イノベーション
の急速な進展により、人間や社会の在り方と科学技
術・イノベーションとの関係が密接不可分となってい
る現状を踏まえ、人文科学を含む科学技術の振興と
イノベーション創出の振興を一体的に図っていくとの
趣旨の下、25年ぶりとなる本格的な改正が行われた。
これは科学技術･イノベーション政策が、科学技術
の振興のみならず、社会的価値を生み出す人文･社
会科学の「知」と自然科学の「知」の融合による「総

また、2022年度からの次期科学技術基本計画の
策定に向けての参考とするため、2020年9月に県政
サポーターに対して「科学技術振興について」のアン
ケートを実施している｡関心がある科学技術分野につ
いての設問では、以下の通り「健康・医療・介護･生命
科学」に対する関心が最も高くなっている。

埼玉県では先端産業創造プロジェクトなど、企業の
研究開発力の強化や事業化を支援する取組を推進し
てきた。今後とも埼玉県の強みや特徴を生かし、先進
的な技術革新や社会課題解決に資する埼玉県発の技
術開発やイノベーションが発信されるよう期待したい｡

日本のエネルギー政策
地球温暖化がもたらす気候変動問題は世界規模

の課題であり、解決に向けた科学技術・イノベーション
創出への期待は大きい。日本国内では、温暖化の要
因となっている二酸化炭素（以下｢ＣＯ２｣という｡）の
排出量はエネルギー転換部門（発電所･製油所等）が
4割弱を占めており、エネルギー政策の在り方が、この
問題に大きな影響を与えることになる｡
日本のエネルギー政策は、2002年6月に公布、施
行されたエネルギー政策基本法に基づいて実施され
ており、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総

合的かつ計画的な推進を図るため、概ね3年ごとにエ
ネルギーの需給に関する基本的な計画（エネルギー
基本計画）を定め実施することとなっている。

計画には、①エネルギーの需給に関する施策につ
いての基本方針､②エネルギーの需給に関し、長期的、
総合的かつ計画的に講ずべき施策、③エネルギーの
需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推
進するために、重点的に研究開発のための施策を講
ずべきエネルギーに関する技術及びその施策、の3つ
について定めることとなっている｡

エネルギー基本計画
現在の計画は2018年に策定された第5次エネル

ギー基本計画であり、2030年に向けた政策の基本的
視点は3E＋S（安全性「Safety」を大前提とした上で、
エネルギーの安定供給「Energy Security」を第一と
し、経済効率性の向上「Economic Efficiency」によ
る低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境
への適合「Environment」を図るため､最大限の取組
を行うこと）である｡この3Ｅ＋Ｓの原則の下、エネルギー
政策とそれに基づく対応を着実に進め、2030年のエ
ネルギーミックスの確実な実現を目指すとしている。
このエネルギー政策の基本方針に基づき、施策を
講じたときに実現される2030年度のエネルギー需給
構造のあるべき姿として、再生可能エネルギーの比
率を22～24%に引き上げ、原子力を20～22%とし、
石炭等の発電は削減することを目標としている｡

政府は昨年10月、2050年までに温室効果ガスの
排出をゼロにするカーボンニュートラルを打ち出し、今
年4月には、2013年度比で30年度の温室効果ガス
排出量の削減幅を従来の26％から46％に拡大し、さ
らに50％の高みに向けて挑戦を続けていくと表明し
た｡この目標達成には、温室効果ガスの90％以上を占
めるＣＯ２排出量の約4割を排出する電力部門の対応
が不可欠と考えられており、現在策定が進められてい
る第6期エネルギー基本計画では、目標達成に向けた
新たな電源構成が注目されている｡電力部門のＣＯ２
排出量の大半を占めるのが火力発電所からの排出で
あり、カーボンニュートラルを実現するためには、火力
発電所からの排出量削減が最大の課題となっている。
一方、現在建設中を含め60基ある原子力発電所

は、再稼働が10基（関西電力美浜原子力発電所3号
機含む）にとどまっており、2019年度の発電量は全体
の約6％に過ぎない。また福島第一原子力発電所を

始めとして24基の廃炉が決定しているものの、廃炉
が完了するまでには相当な年月が必要となる上、運転
年限の到来により廃炉となる原子力発電所は確実に
増加していく｡ 特に福島第一原子力発電所の廃炉作
業は高濃度の放射線との戦いであり、これまでにない
革新的な技術開発が求められるであろう｡

今後、脱炭素電源、特に再生可能エネルギーを主
力電源化していく中で、自然環境により出力に影響が
ある等の再生可能エネルギー拡大に向けた課題を克
服しつつ、火力発電の持つ安定的な供給力等との調
整を図り、水素・アンモニア等のＣＯ２の排出を伴わな
い電源やＣＯ２の回収・有効利用・貯留（ＣＣＵＳ※）等
の技術を組み合わせることで、火力発電からの代替
えを推進していく必要がある。

おわりに
科学技術・イノベーション政策は、地球規模の危機

を克服しＳＤＧsに求められる持続可能な社会を目指
す上で極めて重要な政策であると同時に、国際協調
との調和を図りつつ、自国の競争力強化のための未
来投資を加速させていくことが求められている。
新型コロナウイルス感染症の収束に向けたワクチン

や治療薬の早期開発、気候変動問題ヘの対応等、改
めて科学技術・イノベーションが果たす役割の大きさ
を感じることとなった。日本が世界に向けて発信し貢
献できる技術開発やイノベーション創出に期待したい。

合知」により、人間や社会の総合的理解と課題解決
に資する政策となったことを意味するものとしている｡
法律の名称は「科学技術・イノベーション基本法」

となり、これまで科学技術の規定から除外されていた
「人文・社会科学（法では「人文科学」と記載）のみ」
に係るものを同法の対象である「科学技術」の範囲
に位置付けるとともに、「イノベーションの創出」を柱
の一つに据えた。
尚、「イノベーションの創出」とは基本法第2条第1
項において｢科学的な発見又は発明、新商品又は新
役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価
値を生み出し、これを普及することにより、経済社会
の大きな変化を創出することをいう。｣とされている｡

科学技術・イノベーション基本計画
科学技術基本法に基づき、1996年に第1期科学
技術基本計画が策定されて以降、10年程度の将来
を見通しつつ5年毎に策定されてきた科学技術基本
計画は、科学技術基本法等の改正を踏まえ、2021年
4月から第６期目となる「科学技術・イノベーション基
本計画」がスタートした｡
第5期計画策定以降の5年間における新たな社会
変化としては、世界秩序の再編､現実の脅威となった
グローバル・アジェンダ（気候変動や生物多様性の劣
化等、世界全体が直面している様々な問題）、情報社
会（Society4.0）の限界の露呈が挙げられ、これらの
変化を新型コロナウイルス感染症の拡大が加速させ
ていると考えられている。
科学技術･イノベーションは、激化する国家間の覇
権争いの中核となり、先端的な基礎研究とその成果
の実用化による果実を、安全保障上の脅威等への対

科学技術とエネルギー政策

一方、「街の中や住まいのまわりに緑が多い」は、
秩父地域89.5％、西部地域79.1％、北部地域
72.1％、川越比企地域70.4％で「そう思う」が多い。
東京都から距離のある地域では、緑など自然環境の
満足度が高く、住み良さとしてこうした点を評価して
いると考えられる。

「住まいの近くに商店などが多く、日常生活に便
利」は、さいたま地域68.9％、南西部地域67.6％、南
部地域64.8％、東部地域60.0％で高く、それ以外の
地域はやや低くなっている。

　　　
住み良さの一つの指標として、1戸当たりの住宅面
積をみると、秩父地域118.2㎡、北部地域106.0㎡、
利根地域103.6㎡と東京都から距離のある地域で大
きく、東京都に近い地域では小さい。
以上のことをまとめると、東京都に近い南部地域、
南西部地域、東部地域、さいたま地域では、交通利
便性や生活利便性の評価が高い一方、緑の多さや、
住宅面積など住環境については、やや弱い。東京都

から距離のある利根地域、北部地域、秩父地域は東
京都から近い地域とは反対の傾向がみられる。中間
にある県央地域、川越比企地域、西部地域は、緑の
多さなど生活環境については比較的評価が高いが、
生活利便性での評価が低い。
交通利便性と住環境が相反することがあるように、
住み良いとする基準や住む場所として選択する基準
は年齢や家族構成、勤務状況などの状況や、住むと
ころとして何を重視するかにより異なる。埼玉県は、
地域により生活環境に違いがみられ、まちづくりの重
点や方向性も地域に応じて異なるものと考えられる。
　

　
埼玉県では、「まちづくり埼玉プラン」などで地域
別の特徴を踏まえて、それぞれまちづくりの重点課題、
施策、目標等を定めている。これらを参考として、地
域別のまちづくりについて考えてみる。
南部地域、南西部地域、東部地域、さいたま地域

は、東京都に近接し、東京都への通勤・通学者の割
合が高く、人口の増加が続いている。交通利便性、生
活利便性の評価は高い。今後も、駅などを中心として
都市機能を集積し利便性をさらに高め、賑わいのあ
るまちづくりを進めることによって、さらなる魅力の向
上が期待される。
県央地域、川越比企地域、西部地域は、埼玉県の

中間部であり、東京都への通勤・通学者が一定の割

合を占めるが、人口は減少している。交通利便性や
生活利便性にやや弱い面がみられる一方で、東京都
に近接する地域と比べ、緑が多く、住宅面積も広い。
都市機能の集積やアクセスの改善により生活利便
性を高めるとともに、圏央道や幹線道路周辺での産
業立地により雇用の確保、地域の活力が高まること
が期待される。また、比較的良好な住環境をアピール
し、子育て支援や、医療、福祉など生活に寄り添った
施策に重点を置くことにより、住み良いまちとして選
ばれることが期待される。
利根地域、北部地域、秩父地域は、東京都から距
離があり、東京都への通勤・通学者の割合が小さく、
人口の減少が続いている。地域の中心に機能を集積
するコンパクトなまちづくりを行うとともに、自然や歴
史的資産をいかした観光振興が期待される。自然体
験や農業体験など都市とは違った楽しさや住み良さ
をアピールし、移住や二拠点生活などのニーズを取
り込んでいくことも重要である。
埼玉県がより住み良いところとなるために、地域特
性、住民のニーズに応じた、各種施策、まちづくりを行
うことが重要である。これにより、地域それぞれが持
つ魅力が向上し、埼玉県全体が住み良い、また、選ば
れる県としてバランスの取れた発展が持続できると
考える。 （吉嶺暢嗣）

1.国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会
への変革
2.知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究
力の強化
3.一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教
育･人材育成
4.官民連携による分野別戦略の推進
5.資金循環の活性化
6.司令塔機能の強化
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近年、民間不動産会社等の調査で、大宮、浦和、
川口など埼玉県内の街が住みたい街として取り上げ
られるようになった。埼玉県は全国第5位、730万人
以上の人口を有するとともに、人口の増加も続いてお
り、これに対応し様々な生活環境の整備が進められ
てきた。埼玉県政世論調査では、「今住んでいるとこ
ろは全体として住み良いところだと思う」とする県民
の割合は年々増加し76.6％に達している。
埼玉県は、東京都に隣接する南部の地域、東京都

から距離のある北部の地域、その中間の地域でそれ
ぞれの特徴があり、住民が求める住み良さの基準や、
まちづくりの重点も異なっている。
本稿では、埼玉県全体について暮らしに関わる生
活環境を見た上で、地域毎の特性や求められるまち
づくりの方向等についてみていく。

2020年度の埼玉県政世論調査によると、「今住
んでいるところは、全体として住み良いところだと思
う」に対して、「まったくそうだと思う」8.0％、「まあそ
うだと思う」68.6％、「あまりそう思わない」17.7％、
「まったくそう思わない」3.0％、「わからない」1.7％な

どとなっている。「まったくそうだと思う」と「まあそう
だと思う」を合わせると76.6％となり（以下、住み良
いとする）、埼玉県は住み良いとする県民が8割近く
にのぼっている。また、住み良いとする割合は、2005
年度の63.9％から2020年度には76.6％となり、住み
良いとする割合は年々高くなっている。
 

住み良さの一つの指標として、公共施設等の整備
状況をみてみる。全国で人口の多い上位7都府県
（東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉
県、兵庫県）における人口当たりでの比較でみると、
埼玉県は、公民館等数1位、図書館数、劇場・音楽堂
等数がそれぞれ2位、公共スポーツ施設数、都市公
園面積がそれぞれ3位である。東京圏の1都3県の中
でも上位となっており、埼玉県は生活に必要な施設
の整備が進んでおり、住み良さの一因となっていると
考えられる。
かつては買い物などで東京都への流出が多いとさ
れていたが、埼玉県広域消費動向調査をみると、
1986年、2000年、2015年について、県内購買率が
89.8％→92.4％→94.6％と高まっている。県内では
大型商業施設の開業や駅前の整備などが進み、近
隣で買い物などを楽しめるところが増えており、こうし
た面での生活環境も向上している。また、圏央道など
道路整備が進み、物流施設や食品などの生産拠点、

らの距離、東京都への通勤・通学状況により地域の
特徴に違いがみられる。埼玉県政世論調査では埼玉
県を10地域に分類しており、地域分類は表の通りで
ある。なお、地域別での東京都へ通勤・通学する割合
は、東京都に近接する南西部地域、南部地域、西部
地域、さいたま地域、東部地域で高く、東京都から距
離のある秩父地域、北部地域で低い。県央地域、川
越比企地域、利根地域は東京都からの距離と同様
に中間となっている。
埼玉県政世論調査により地域別に住み良さにつ

いてみると、「住み良い」とする割合は、南部地域
80.5％、さいたま地域80.4％、南西部地域79.7％な

大型商業施設の立地などによる働く場所の増加、地
域の活性化も住み良さの評価につながっており、自
然災害が比較的少ないことも評価されていると考え
られる。
一方、人口当たり医師数が先の7都府県で最も少

なく、同刑法犯認知件数が3番目に多いなど、改善が
求められる面もある。

埼玉県は、地勢的また歴史的にそれぞれ特徴を
持った、いくつかの地域に分けられる。また、東京都か

ど、東京都に近い地域でやや高い傾向がみられるが、
極端な違いはない。それぞれの地域は全体としてみ
ると住み良いところと思われており、県全体として比
較的バランスがとれている。

「住み良さ」についての調査を項目別にみると、全
体とは違い地域別で違いが出てくる。「鉄道など交通
網が整っている」では、「まったくそうだと思う」と「ま
あそう思う」を合わせた割合（以下、「そう思う」）が
高いのは、南西部地域、さいたま地域それぞれ
73.3％、南部地域68.2％、低いのは秩父地域39.5％、
北部地域50.5％、川越比企地域56.5％、利根地域
60.8％となっており、東部地域、県央地域、西部地域
はその間にある。
東京都に近く東京都に通勤・通学する割合が高い
地域で「鉄道など交通網が整っている」とする割合
が高い。こうした地域では、交通利便性が住み良さの
評価につながっており、住む場所の選択基準として
重視されていると考えられる。

応のための有効な対応策と位置付けている｡気候変
動や生物多様性の劣化など、世界全体が直面する脅
威に対し、効率性のみならず持続可能性や強靭性を
重視する活動に変化し、特に地球温暖化が引き起こ
す気候変動問題は現実の脅威として最大のグローバ
ル課題となっている｡ 
日本でも、2020年10月に菅総理が所信表明で

「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする
カーボンニュートラルを目指す｣と宣言した｡革新的な
イノベーションの促進や規制改革などの政策を総動
員して、脱炭素社会の実現に取り組むとしている｡
第6期基本計画では、国内外の情勢変化を踏まえ
｢グローバル課題への対応｣とコロナ禍に対応する
「国内の社会構造の変革」の両立が不可欠との認識
の下、日本が目指す社会を「直面する脅威や先の見
えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靭性を
備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひ
とりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」
と表現し、その実現に向けた『「総合知による社会変
革」と｢知・人への投資｣の好循環』という科学技術・
イノベーション政策の方向性を示した。このような未
来社会を実現することこそが、第6期基本計画を策
定する目的としており、ＳＤＧｓとも軌を一にするものと
している。
また、その達成のため、次の5年間で約30兆円の
政府研究開発投資を確保し、これを呼び水として官
民合わせて約120兆円の研究開発投資を行っていく
ことが明記された｡
第6期基本計画では、第5期基本計画において提
唱された「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融
合させたシステムにより、経済発展と社会課題の解決
を両立する人間中心の社会」Society5.0という未来
社会を具現化していくため、以下の政策を示している。
(1)国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な
社会への変革
(2)知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる
研究力の強化

(3)一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現
する教育・人材育成

統合イノベーション戦略２０２１
第6期基本計画の実行計画として位置付けられて

いる最初の年次戦略が、6月18日に閣議決定された
「統合イノベーション戦略2021」である。第6期基本
計画策定後における各国間の技術覇権争い、気候変
動問題への対策について、国内外の大きな変化を踏
まえ、以下の6つを政策の柱に掲げている｡

地球温暖化問題についてはカーボンニュートラル
の実現を念頭に、革新的な技術の開発と社会実装を
加速化し、非連続なイノベーションの創出につながる
研究開発の必要性を示している｡ 特に温室効果ガス
排出量の8割以上を占めるエネルギー分野の取組の
重要性を示し、電力部門の脱炭素化を大前提に掲げ
ている。

埼玉県の科学技術基本計画
埼玉県では1997年度に「埼玉県科学技術基本計
画」が策定され、現在「埼玉県第4期科学技術基本
計画」（2017～2021年度）の最終年度を迎えている。
現計画では「県民生活の質の向上と地域産業の
振興に資するイノベーションの推進により、科学技術
発展の恩恵を県民と企業が享受する社会の実現」を
基本理念とし、3つの基本目標を掲げている｡
１．「稼ぐ力」を高める
２．科学技術を活用した暮らしやすい社会をつくる
３．科学技術イノベーションを支える「人財」を育てる。

研究主幹
棚沢 英明

はじめに
国内で新型コロナウイルス感染症の感染者が初め

て確認されてから、既に１年半が経過した。徐々にワク
チン接種が拡大し、感染収束への期待が高まりつつ
ある｡しかしながら、国産のワクチン開発にはもう少し
時間が必要であり、また感染症の拡大は改めて日本
のデジタル化の遅れを表面化させる契機ともなった｡
この間、日本の科学技術振興の方針を示す｢第6期
科学技術・イノベーション基本計画｣（以下「第6期基
本計画」という。）が策定された｡（2021年3月26日閣
議決定） 激しく時代が変化する中、様々な分野で多種
多様な課題解決を図るため､科学技術やイノベーショ
ン創出に対する期待はこれまで以上に高まっている｡ 
本稿では、新たな科学技術政策と脱炭素社会の実
現というグローバル課題に向けた新たなエネルギー
政策について、科学技術の観点から考えてみたい。

科学技術基本法等の改正
1995年11月、日本の科学技術政策の基本的な枠
組であるとともに、日本が「科学技術創造立国」を目
指し、科学技術の振興を強力に推進していく上での
バックボーンとして「科学技術基本法」が施行された。
2020年には、ＡＩやＩｏＴなど科学技術・イノベーション
の急速な進展により、人間や社会の在り方と科学技
術・イノベーションとの関係が密接不可分となってい
る現状を踏まえ、人文科学を含む科学技術の振興と
イノベーション創出の振興を一体的に図っていくとの
趣旨の下、25年ぶりとなる本格的な改正が行われた。
これは科学技術･イノベーション政策が、科学技術
の振興のみならず、社会的価値を生み出す人文･社
会科学の「知」と自然科学の「知」の融合による「総

また、2022年度からの次期科学技術基本計画の
策定に向けての参考とするため、2020年9月に県政
サポーターに対して「科学技術振興について」のアン
ケートを実施している｡関心がある科学技術分野につ
いての設問では、以下の通り「健康・医療・介護･生命
科学」に対する関心が最も高くなっている。

埼玉県では先端産業創造プロジェクトなど、企業の
研究開発力の強化や事業化を支援する取組を推進し
てきた。今後とも埼玉県の強みや特徴を生かし、先進
的な技術革新や社会課題解決に資する埼玉県発の技
術開発やイノベーションが発信されるよう期待したい｡

日本のエネルギー政策
地球温暖化がもたらす気候変動問題は世界規模

の課題であり、解決に向けた科学技術・イノベーション
創出への期待は大きい。日本国内では、温暖化の要
因となっている二酸化炭素（以下｢ＣＯ２｣という｡）の
排出量はエネルギー転換部門（発電所･製油所等）が
4割弱を占めており、エネルギー政策の在り方が、この
問題に大きな影響を与えることになる｡
日本のエネルギー政策は、2002年6月に公布、施
行されたエネルギー政策基本法に基づいて実施され
ており、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総

合的かつ計画的な推進を図るため、概ね3年ごとにエ
ネルギーの需給に関する基本的な計画（エネルギー
基本計画）を定め実施することとなっている。

計画には、①エネルギーの需給に関する施策につ
いての基本方針､②エネルギーの需給に関し、長期的、
総合的かつ計画的に講ずべき施策、③エネルギーの
需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推
進するために、重点的に研究開発のための施策を講
ずべきエネルギーに関する技術及びその施策、の3つ
について定めることとなっている｡

エネルギー基本計画
現在の計画は2018年に策定された第5次エネル

ギー基本計画であり、2030年に向けた政策の基本的
視点は3E＋S（安全性「Safety」を大前提とした上で、
エネルギーの安定供給「Energy Security」を第一と
し、経済効率性の向上「Economic Efficiency」によ
る低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境
への適合「Environment」を図るため､最大限の取組
を行うこと）である｡この3Ｅ＋Ｓの原則の下、エネルギー
政策とそれに基づく対応を着実に進め、2030年のエ
ネルギーミックスの確実な実現を目指すとしている。
このエネルギー政策の基本方針に基づき、施策を
講じたときに実現される2030年度のエネルギー需給
構造のあるべき姿として、再生可能エネルギーの比
率を22～24%に引き上げ、原子力を20～22%とし、
石炭等の発電は削減することを目標としている｡

政府は昨年10月、2050年までに温室効果ガスの
排出をゼロにするカーボンニュートラルを打ち出し、今
年4月には、2013年度比で30年度の温室効果ガス
排出量の削減幅を従来の26％から46％に拡大し、さ
らに50％の高みに向けて挑戦を続けていくと表明し
た｡この目標達成には、温室効果ガスの90％以上を占
めるＣＯ２排出量の約4割を排出する電力部門の対応
が不可欠と考えられており、現在策定が進められてい
る第6期エネルギー基本計画では、目標達成に向けた
新たな電源構成が注目されている｡電力部門のＣＯ２
排出量の大半を占めるのが火力発電所からの排出で
あり、カーボンニュートラルを実現するためには、火力
発電所からの排出量削減が最大の課題となっている。
一方、現在建設中を含め60基ある原子力発電所

は、再稼働が10基（関西電力美浜原子力発電所3号
機含む）にとどまっており、2019年度の発電量は全体
の約6％に過ぎない。また福島第一原子力発電所を

始めとして24基の廃炉が決定しているものの、廃炉
が完了するまでには相当な年月が必要となる上、運転
年限の到来により廃炉となる原子力発電所は確実に
増加していく｡ 特に福島第一原子力発電所の廃炉作
業は高濃度の放射線との戦いであり、これまでにない
革新的な技術開発が求められるであろう｡

今後、脱炭素電源、特に再生可能エネルギーを主
力電源化していく中で、自然環境により出力に影響が
ある等の再生可能エネルギー拡大に向けた課題を克
服しつつ、火力発電の持つ安定的な供給力等との調
整を図り、水素・アンモニア等のＣＯ２の排出を伴わな
い電源やＣＯ２の回収・有効利用・貯留（ＣＣＵＳ※）等
の技術を組み合わせることで、火力発電からの代替
えを推進していく必要がある。

おわりに
科学技術・イノベーション政策は、地球規模の危機

を克服しＳＤＧsに求められる持続可能な社会を目指
す上で極めて重要な政策であると同時に、国際協調
との調和を図りつつ、自国の競争力強化のための未
来投資を加速させていくことが求められている。
新型コロナウイルス感染症の収束に向けたワクチン

や治療薬の早期開発、気候変動問題ヘの対応等、改
めて科学技術・イノベーションが果たす役割の大きさ
を感じることとなった。日本が世界に向けて発信し貢
献できる技術開発やイノベーション創出に期待したい。

合知」により、人間や社会の総合的理解と課題解決
に資する政策となったことを意味するものとしている｡
法律の名称は「科学技術・イノベーション基本法」

となり、これまで科学技術の規定から除外されていた
「人文・社会科学（法では「人文科学」と記載）のみ」
に係るものを同法の対象である「科学技術」の範囲
に位置付けるとともに、「イノベーションの創出」を柱
の一つに据えた。
尚、「イノベーションの創出」とは基本法第2条第1
項において｢科学的な発見又は発明、新商品又は新
役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価
値を生み出し、これを普及することにより、経済社会
の大きな変化を創出することをいう。｣とされている｡

科学技術・イノベーション基本計画
科学技術基本法に基づき、1996年に第1期科学
技術基本計画が策定されて以降、10年程度の将来
を見通しつつ5年毎に策定されてきた科学技術基本
計画は、科学技術基本法等の改正を踏まえ、2021年
4月から第６期目となる「科学技術・イノベーション基
本計画」がスタートした｡
第5期計画策定以降の5年間における新たな社会
変化としては、世界秩序の再編､現実の脅威となった
グローバル・アジェンダ（気候変動や生物多様性の劣
化等、世界全体が直面している様々な問題）、情報社
会（Society4.0）の限界の露呈が挙げられ、これらの
変化を新型コロナウイルス感染症の拡大が加速させ
ていると考えられている。
科学技術･イノベーションは、激化する国家間の覇
権争いの中核となり、先端的な基礎研究とその成果
の実用化による果実を、安全保障上の脅威等への対

科学技術とエネルギー政策

一方、「街の中や住まいのまわりに緑が多い」は、
秩父地域89.5％、西部地域79.1％、北部地域
72.1％、川越比企地域70.4％で「そう思う」が多い。
東京都から距離のある地域では、緑など自然環境の
満足度が高く、住み良さとしてこうした点を評価して
いると考えられる。

「住まいの近くに商店などが多く、日常生活に便
利」は、さいたま地域68.9％、南西部地域67.6％、南
部地域64.8％、東部地域60.0％で高く、それ以外の
地域はやや低くなっている。

　　　
住み良さの一つの指標として、1戸当たりの住宅面
積をみると、秩父地域118.2㎡、北部地域106.0㎡、
利根地域103.6㎡と東京都から距離のある地域で大
きく、東京都に近い地域では小さい。
以上のことをまとめると、東京都に近い南部地域、
南西部地域、東部地域、さいたま地域では、交通利
便性や生活利便性の評価が高い一方、緑の多さや、
住宅面積など住環境については、やや弱い。東京都

から距離のある利根地域、北部地域、秩父地域は東
京都から近い地域とは反対の傾向がみられる。中間
にある県央地域、川越比企地域、西部地域は、緑の
多さなど生活環境については比較的評価が高いが、
生活利便性での評価が低い。
交通利便性と住環境が相反することがあるように、
住み良いとする基準や住む場所として選択する基準
は年齢や家族構成、勤務状況などの状況や、住むと
ころとして何を重視するかにより異なる。埼玉県は、
地域により生活環境に違いがみられ、まちづくりの重
点や方向性も地域に応じて異なるものと考えられる。
　

　
埼玉県では、「まちづくり埼玉プラン」などで地域
別の特徴を踏まえて、それぞれまちづくりの重点課題、
施策、目標等を定めている。これらを参考として、地
域別のまちづくりについて考えてみる。
南部地域、南西部地域、東部地域、さいたま地域

は、東京都に近接し、東京都への通勤・通学者の割
合が高く、人口の増加が続いている。交通利便性、生
活利便性の評価は高い。今後も、駅などを中心として
都市機能を集積し利便性をさらに高め、賑わいのあ
るまちづくりを進めることによって、さらなる魅力の向
上が期待される。
県央地域、川越比企地域、西部地域は、埼玉県の

中間部であり、東京都への通勤・通学者が一定の割

合を占めるが、人口は減少している。交通利便性や
生活利便性にやや弱い面がみられる一方で、東京都
に近接する地域と比べ、緑が多く、住宅面積も広い。
都市機能の集積やアクセスの改善により生活利便
性を高めるとともに、圏央道や幹線道路周辺での産
業立地により雇用の確保、地域の活力が高まること
が期待される。また、比較的良好な住環境をアピール
し、子育て支援や、医療、福祉など生活に寄り添った
施策に重点を置くことにより、住み良いまちとして選
ばれることが期待される。
利根地域、北部地域、秩父地域は、東京都から距
離があり、東京都への通勤・通学者の割合が小さく、
人口の減少が続いている。地域の中心に機能を集積
するコンパクトなまちづくりを行うとともに、自然や歴
史的資産をいかした観光振興が期待される。自然体
験や農業体験など都市とは違った楽しさや住み良さ
をアピールし、移住や二拠点生活などのニーズを取
り込んでいくことも重要である。
埼玉県がより住み良いところとなるために、地域特
性、住民のニーズに応じた、各種施策、まちづくりを行
うことが重要である。これにより、地域それぞれが持
つ魅力が向上し、埼玉県全体が住み良い、また、選ば
れる県としてバランスの取れた発展が持続できると
考える。 （吉嶺暢嗣）

1.国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会
への変革
2.知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究
力の強化
3.一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教
育･人材育成
4.官民連携による分野別戦略の推進
5.資金循環の活性化
6.司令塔機能の強化
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近年、民間不動産会社等の調査で、大宮、浦和、
川口など埼玉県内の街が住みたい街として取り上げ
られるようになった。埼玉県は全国第5位、730万人
以上の人口を有するとともに、人口の増加も続いてお
り、これに対応し様々な生活環境の整備が進められ
てきた。埼玉県政世論調査では、「今住んでいるとこ
ろは全体として住み良いところだと思う」とする県民
の割合は年々増加し76.6％に達している。
埼玉県は、東京都に隣接する南部の地域、東京都

から距離のある北部の地域、その中間の地域でそれ
ぞれの特徴があり、住民が求める住み良さの基準や、
まちづくりの重点も異なっている。
本稿では、埼玉県全体について暮らしに関わる生
活環境を見た上で、地域毎の特性や求められるまち
づくりの方向等についてみていく。

2020年度の埼玉県政世論調査によると、「今住
んでいるところは、全体として住み良いところだと思
う」に対して、「まったくそうだと思う」8.0％、「まあそ
うだと思う」68.6％、「あまりそう思わない」17.7％、
「まったくそう思わない」3.0％、「わからない」1.7％な

どとなっている。「まったくそうだと思う」と「まあそう
だと思う」を合わせると76.6％となり（以下、住み良
いとする）、埼玉県は住み良いとする県民が8割近く
にのぼっている。また、住み良いとする割合は、2005
年度の63.9％から2020年度には76.6％となり、住み
良いとする割合は年々高くなっている。
 

住み良さの一つの指標として、公共施設等の整備
状況をみてみる。全国で人口の多い上位7都府県
（東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉
県、兵庫県）における人口当たりでの比較でみると、
埼玉県は、公民館等数1位、図書館数、劇場・音楽堂
等数がそれぞれ2位、公共スポーツ施設数、都市公
園面積がそれぞれ3位である。東京圏の1都3県の中
でも上位となっており、埼玉県は生活に必要な施設
の整備が進んでおり、住み良さの一因となっていると
考えられる。
かつては買い物などで東京都への流出が多いとさ
れていたが、埼玉県広域消費動向調査をみると、
1986年、2000年、2015年について、県内購買率が
89.8％→92.4％→94.6％と高まっている。県内では
大型商業施設の開業や駅前の整備などが進み、近
隣で買い物などを楽しめるところが増えており、こうし
た面での生活環境も向上している。また、圏央道など
道路整備が進み、物流施設や食品などの生産拠点、

らの距離、東京都への通勤・通学状況により地域の
特徴に違いがみられる。埼玉県政世論調査では埼玉
県を10地域に分類しており、地域分類は表の通りで
ある。なお、地域別での東京都へ通勤・通学する割合
は、東京都に近接する南西部地域、南部地域、西部
地域、さいたま地域、東部地域で高く、東京都から距
離のある秩父地域、北部地域で低い。県央地域、川
越比企地域、利根地域は東京都からの距離と同様
に中間となっている。
埼玉県政世論調査により地域別に住み良さにつ

いてみると、「住み良い」とする割合は、南部地域
80.5％、さいたま地域80.4％、南西部地域79.7％な

大型商業施設の立地などによる働く場所の増加、地
域の活性化も住み良さの評価につながっており、自
然災害が比較的少ないことも評価されていると考え
られる。
一方、人口当たり医師数が先の7都府県で最も少

なく、同刑法犯認知件数が3番目に多いなど、改善が
求められる面もある。

埼玉県は、地勢的また歴史的にそれぞれ特徴を
持った、いくつかの地域に分けられる。また、東京都か

ど、東京都に近い地域でやや高い傾向がみられるが、
極端な違いはない。それぞれの地域は全体としてみ
ると住み良いところと思われており、県全体として比
較的バランスがとれている。

「住み良さ」についての調査を項目別にみると、全
体とは違い地域別で違いが出てくる。「鉄道など交通
網が整っている」では、「まったくそうだと思う」と「ま
あそう思う」を合わせた割合（以下、「そう思う」）が
高いのは、南西部地域、さいたま地域それぞれ
73.3％、南部地域68.2％、低いのは秩父地域39.5％、
北部地域50.5％、川越比企地域56.5％、利根地域
60.8％となっており、東部地域、県央地域、西部地域
はその間にある。
東京都に近く東京都に通勤・通学する割合が高い
地域で「鉄道など交通網が整っている」とする割合
が高い。こうした地域では、交通利便性が住み良さの
評価につながっており、住む場所の選択基準として
重視されていると考えられる。

応のための有効な対応策と位置付けている｡気候変
動や生物多様性の劣化など、世界全体が直面する脅
威に対し、効率性のみならず持続可能性や強靭性を
重視する活動に変化し、特に地球温暖化が引き起こ
す気候変動問題は現実の脅威として最大のグローバ
ル課題となっている｡ 
日本でも、2020年10月に菅総理が所信表明で

「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする
カーボンニュートラルを目指す｣と宣言した｡革新的な
イノベーションの促進や規制改革などの政策を総動
員して、脱炭素社会の実現に取り組むとしている｡
第6期基本計画では、国内外の情勢変化を踏まえ
｢グローバル課題への対応｣とコロナ禍に対応する
「国内の社会構造の変革」の両立が不可欠との認識
の下、日本が目指す社会を「直面する脅威や先の見
えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靭性を
備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひ
とりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」
と表現し、その実現に向けた『「総合知による社会変
革」と｢知・人への投資｣の好循環』という科学技術・
イノベーション政策の方向性を示した。このような未
来社会を実現することこそが、第6期基本計画を策
定する目的としており、ＳＤＧｓとも軌を一にするものと
している。
また、その達成のため、次の5年間で約30兆円の
政府研究開発投資を確保し、これを呼び水として官
民合わせて約120兆円の研究開発投資を行っていく
ことが明記された｡
第6期基本計画では、第5期基本計画において提
唱された「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融
合させたシステムにより、経済発展と社会課題の解決
を両立する人間中心の社会」Society5.0という未来
社会を具現化していくため、以下の政策を示している。
(1)国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な
社会への変革
(2)知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる
研究力の強化

(3)一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現
する教育・人材育成

統合イノベーション戦略２０２１
第6期基本計画の実行計画として位置付けられて

いる最初の年次戦略が、6月18日に閣議決定された
「統合イノベーション戦略2021」である。第6期基本
計画策定後における各国間の技術覇権争い、気候変
動問題への対策について、国内外の大きな変化を踏
まえ、以下の6つを政策の柱に掲げている｡

地球温暖化問題についてはカーボンニュートラル
の実現を念頭に、革新的な技術の開発と社会実装を
加速化し、非連続なイノベーションの創出につながる
研究開発の必要性を示している｡ 特に温室効果ガス
排出量の8割以上を占めるエネルギー分野の取組の
重要性を示し、電力部門の脱炭素化を大前提に掲げ
ている。

埼玉県の科学技術基本計画
埼玉県では1997年度に「埼玉県科学技術基本計
画」が策定され、現在「埼玉県第4期科学技術基本
計画」（2017～2021年度）の最終年度を迎えている。
現計画では「県民生活の質の向上と地域産業の
振興に資するイノベーションの推進により、科学技術
発展の恩恵を県民と企業が享受する社会の実現」を
基本理念とし、3つの基本目標を掲げている｡
１．「稼ぐ力」を高める
２．科学技術を活用した暮らしやすい社会をつくる
３．科学技術イノベーションを支える「人財」を育てる。

はじめに
国内で新型コロナウイルス感染症の感染者が初め

て確認されてから、既に１年半が経過した。徐々にワク
チン接種が拡大し、感染収束への期待が高まりつつ
ある｡しかしながら、国産のワクチン開発にはもう少し
時間が必要であり、また感染症の拡大は改めて日本
のデジタル化の遅れを表面化させる契機ともなった｡
この間、日本の科学技術振興の方針を示す｢第6期
科学技術・イノベーション基本計画｣（以下「第6期基
本計画」という。）が策定された｡（2021年3月26日閣
議決定） 激しく時代が変化する中、様々な分野で多種
多様な課題解決を図るため､科学技術やイノベーショ
ン創出に対する期待はこれまで以上に高まっている｡ 
本稿では、新たな科学技術政策と脱炭素社会の実
現というグローバル課題に向けた新たなエネルギー
政策について、科学技術の観点から考えてみたい。

科学技術基本法等の改正
1995年11月、日本の科学技術政策の基本的な枠
組であるとともに、日本が「科学技術創造立国」を目
指し、科学技術の振興を強力に推進していく上での
バックボーンとして「科学技術基本法」が施行された。
2020年には、ＡＩやＩｏＴなど科学技術・イノベーション
の急速な進展により、人間や社会の在り方と科学技
術・イノベーションとの関係が密接不可分となってい
る現状を踏まえ、人文科学を含む科学技術の振興と
イノベーション創出の振興を一体的に図っていくとの
趣旨の下、25年ぶりとなる本格的な改正が行われた。
これは科学技術･イノベーション政策が、科学技術
の振興のみならず、社会的価値を生み出す人文･社
会科学の「知」と自然科学の「知」の融合による「総

また、2022年度からの次期科学技術基本計画の
策定に向けての参考とするため、2020年9月に県政
サポーターに対して「科学技術振興について」のアン
ケートを実施している｡関心がある科学技術分野につ
いての設問では、以下の通り「健康・医療・介護･生命
科学」に対する関心が最も高くなっている。

埼玉県では先端産業創造プロジェクトなど、企業の
研究開発力の強化や事業化を支援する取組を推進し
てきた。今後とも埼玉県の強みや特徴を生かし、先進
的な技術革新や社会課題解決に資する埼玉県発の技
術開発やイノベーションが発信されるよう期待したい｡

日本のエネルギー政策
地球温暖化がもたらす気候変動問題は世界規模

の課題であり、解決に向けた科学技術・イノベーション
創出への期待は大きい。日本国内では、温暖化の要
因となっている二酸化炭素（以下｢ＣＯ２｣という｡）の
排出量はエネルギー転換部門（発電所･製油所等）が
4割弱を占めており、エネルギー政策の在り方が、この
問題に大きな影響を与えることになる｡
日本のエネルギー政策は、2002年6月に公布、施
行されたエネルギー政策基本法に基づいて実施され
ており、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総

合的かつ計画的な推進を図るため、概ね3年ごとにエ
ネルギーの需給に関する基本的な計画（エネルギー
基本計画）を定め実施することとなっている。

計画には、①エネルギーの需給に関する施策につ
いての基本方針､②エネルギーの需給に関し、長期的、
総合的かつ計画的に講ずべき施策、③エネルギーの
需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推
進するために、重点的に研究開発のための施策を講
ずべきエネルギーに関する技術及びその施策、の3つ
について定めることとなっている｡

エネルギー基本計画
現在の計画は2018年に策定された第5次エネル

ギー基本計画であり、2030年に向けた政策の基本的
視点は3E＋S（安全性「Safety」を大前提とした上で、
エネルギーの安定供給「Energy Security」を第一と
し、経済効率性の向上「Economic Efficiency」によ
る低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境
への適合「Environment」を図るため､最大限の取組
を行うこと）である｡この3Ｅ＋Ｓの原則の下、エネルギー
政策とそれに基づく対応を着実に進め、2030年のエ
ネルギーミックスの確実な実現を目指すとしている。
このエネルギー政策の基本方針に基づき、施策を
講じたときに実現される2030年度のエネルギー需給
構造のあるべき姿として、再生可能エネルギーの比
率を22～24%に引き上げ、原子力を20～22%とし、
石炭等の発電は削減することを目標としている｡

政府は昨年10月、2050年までに温室効果ガスの
排出をゼロにするカーボンニュートラルを打ち出し、今
年4月には、2013年度比で30年度の温室効果ガス
排出量の削減幅を従来の26％から46％に拡大し、さ
らに50％の高みに向けて挑戦を続けていくと表明し
た｡この目標達成には、温室効果ガスの90％以上を占
めるＣＯ２排出量の約4割を排出する電力部門の対応
が不可欠と考えられており、現在策定が進められてい
る第6期エネルギー基本計画では、目標達成に向けた
新たな電源構成が注目されている｡電力部門のＣＯ２
排出量の大半を占めるのが火力発電所からの排出で
あり、カーボンニュートラルを実現するためには、火力
発電所からの排出量削減が最大の課題となっている。
一方、現在建設中を含め60基ある原子力発電所

は、再稼働が10基（関西電力美浜原子力発電所3号
機含む）にとどまっており、2019年度の発電量は全体
の約6％に過ぎない。また福島第一原子力発電所を

始めとして24基の廃炉が決定しているものの、廃炉
が完了するまでには相当な年月が必要となる上、運転
年限の到来により廃炉となる原子力発電所は確実に
増加していく｡ 特に福島第一原子力発電所の廃炉作
業は高濃度の放射線との戦いであり、これまでにない
革新的な技術開発が求められるであろう｡

今後、脱炭素電源、特に再生可能エネルギーを主
力電源化していく中で、自然環境により出力に影響が
ある等の再生可能エネルギー拡大に向けた課題を克
服しつつ、火力発電の持つ安定的な供給力等との調
整を図り、水素・アンモニア等のＣＯ２の排出を伴わな
い電源やＣＯ２の回収・有効利用・貯留（ＣＣＵＳ※）等
の技術を組み合わせることで、火力発電からの代替
えを推進していく必要がある。

おわりに
科学技術・イノベーション政策は、地球規模の危機

を克服しＳＤＧsに求められる持続可能な社会を目指
す上で極めて重要な政策であると同時に、国際協調
との調和を図りつつ、自国の競争力強化のための未
来投資を加速させていくことが求められている。
新型コロナウイルス感染症の収束に向けたワクチン

や治療薬の早期開発、気候変動問題ヘの対応等、改
めて科学技術・イノベーションが果たす役割の大きさ
を感じることとなった。日本が世界に向けて発信し貢
献できる技術開発やイノベーション創出に期待したい。

合知」により、人間や社会の総合的理解と課題解決
に資する政策となったことを意味するものとしている｡
法律の名称は「科学技術・イノベーション基本法」

となり、これまで科学技術の規定から除外されていた
「人文・社会科学（法では「人文科学」と記載）のみ」
に係るものを同法の対象である「科学技術」の範囲
に位置付けるとともに、「イノベーションの創出」を柱
の一つに据えた。
尚、「イノベーションの創出」とは基本法第2条第1
項において｢科学的な発見又は発明、新商品又は新
役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価
値を生み出し、これを普及することにより、経済社会
の大きな変化を創出することをいう。｣とされている｡

科学技術・イノベーション基本計画
科学技術基本法に基づき、1996年に第1期科学
技術基本計画が策定されて以降、10年程度の将来
を見通しつつ5年毎に策定されてきた科学技術基本
計画は、科学技術基本法等の改正を踏まえ、2021年
4月から第６期目となる「科学技術・イノベーション基
本計画」がスタートした｡
第5期計画策定以降の5年間における新たな社会
変化としては、世界秩序の再編､現実の脅威となった
グローバル・アジェンダ（気候変動や生物多様性の劣
化等、世界全体が直面している様々な問題）、情報社
会（Society4.0）の限界の露呈が挙げられ、これらの
変化を新型コロナウイルス感染症の拡大が加速させ
ていると考えられている。
科学技術･イノベーションは、激化する国家間の覇
権争いの中核となり、先端的な基礎研究とその成果
の実用化による果実を、安全保障上の脅威等への対

一方、「街の中や住まいのまわりに緑が多い」は、
秩父地域89.5％、西部地域79.1％、北部地域
72.1％、川越比企地域70.4％で「そう思う」が多い。
東京都から距離のある地域では、緑など自然環境の
満足度が高く、住み良さとしてこうした点を評価して
いると考えられる。

「住まいの近くに商店などが多く、日常生活に便
利」は、さいたま地域68.9％、南西部地域67.6％、南
部地域64.8％、東部地域60.0％で高く、それ以外の
地域はやや低くなっている。

　　　
住み良さの一つの指標として、1戸当たりの住宅面
積をみると、秩父地域118.2㎡、北部地域106.0㎡、
利根地域103.6㎡と東京都から距離のある地域で大
きく、東京都に近い地域では小さい。
以上のことをまとめると、東京都に近い南部地域、
南西部地域、東部地域、さいたま地域では、交通利
便性や生活利便性の評価が高い一方、緑の多さや、
住宅面積など住環境については、やや弱い。東京都

から距離のある利根地域、北部地域、秩父地域は東
京都から近い地域とは反対の傾向がみられる。中間
にある県央地域、川越比企地域、西部地域は、緑の
多さなど生活環境については比較的評価が高いが、
生活利便性での評価が低い。
交通利便性と住環境が相反することがあるように、
住み良いとする基準や住む場所として選択する基準
は年齢や家族構成、勤務状況などの状況や、住むと
ころとして何を重視するかにより異なる。埼玉県は、
地域により生活環境に違いがみられ、まちづくりの重
点や方向性も地域に応じて異なるものと考えられる。
　

　
埼玉県では、「まちづくり埼玉プラン」などで地域
別の特徴を踏まえて、それぞれまちづくりの重点課題、
施策、目標等を定めている。これらを参考として、地
域別のまちづくりについて考えてみる。
南部地域、南西部地域、東部地域、さいたま地域

は、東京都に近接し、東京都への通勤・通学者の割
合が高く、人口の増加が続いている。交通利便性、生
活利便性の評価は高い。今後も、駅などを中心として
都市機能を集積し利便性をさらに高め、賑わいのあ
るまちづくりを進めることによって、さらなる魅力の向
上が期待される。
県央地域、川越比企地域、西部地域は、埼玉県の

中間部であり、東京都への通勤・通学者が一定の割

合を占めるが、人口は減少している。交通利便性や
生活利便性にやや弱い面がみられる一方で、東京都
に近接する地域と比べ、緑が多く、住宅面積も広い。
都市機能の集積やアクセスの改善により生活利便
性を高めるとともに、圏央道や幹線道路周辺での産
業立地により雇用の確保、地域の活力が高まること
が期待される。また、比較的良好な住環境をアピール
し、子育て支援や、医療、福祉など生活に寄り添った
施策に重点を置くことにより、住み良いまちとして選
ばれることが期待される。
利根地域、北部地域、秩父地域は、東京都から距
離があり、東京都への通勤・通学者の割合が小さく、
人口の減少が続いている。地域の中心に機能を集積
するコンパクトなまちづくりを行うとともに、自然や歴
史的資産をいかした観光振興が期待される。自然体
験や農業体験など都市とは違った楽しさや住み良さ
をアピールし、移住や二拠点生活などのニーズを取
り込んでいくことも重要である。
埼玉県がより住み良いところとなるために、地域特
性、住民のニーズに応じた、各種施策、まちづくりを行
うことが重要である。これにより、地域それぞれが持
つ魅力が向上し、埼玉県全体が住み良い、また、選ば
れる県としてバランスの取れた発展が持続できると
考える。 （吉嶺暢嗣）

●電源別の発電に伴う二酸化炭素排出量

資料：環境省「2018年度（平成30年度）の温室効果ガス排出量（要因分析）

※Carbon dioxide（二酸化炭素）、Capture（分離・回収）、Utilization（有効利用）、
　Storage（貯留）

●2030年度の電源構成

 資料：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2020」

●二酸化炭素排出量（電気・熱配分前）

資料：環境省「2019年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」

資料:埼玉県HP　第166回簡易アンケート「科学技術の振興について」　

●電源構成比の推移

資料：環境省「2019年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」
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近年、民間不動産会社等の調査で、大宮、浦和、
川口など埼玉県内の街が住みたい街として取り上げ
られるようになった。埼玉県は全国第5位、730万人
以上の人口を有するとともに、人口の増加も続いてお
り、これに対応し様々な生活環境の整備が進められ
てきた。埼玉県政世論調査では、「今住んでいるとこ
ろは全体として住み良いところだと思う」とする県民
の割合は年々増加し76.6％に達している。
埼玉県は、東京都に隣接する南部の地域、東京都

から距離のある北部の地域、その中間の地域でそれ
ぞれの特徴があり、住民が求める住み良さの基準や、
まちづくりの重点も異なっている。
本稿では、埼玉県全体について暮らしに関わる生
活環境を見た上で、地域毎の特性や求められるまち
づくりの方向等についてみていく。

2020年度の埼玉県政世論調査によると、「今住
んでいるところは、全体として住み良いところだと思
う」に対して、「まったくそうだと思う」8.0％、「まあそ
うだと思う」68.6％、「あまりそう思わない」17.7％、
「まったくそう思わない」3.0％、「わからない」1.7％な

どとなっている。「まったくそうだと思う」と「まあそう
だと思う」を合わせると76.6％となり（以下、住み良
いとする）、埼玉県は住み良いとする県民が8割近く
にのぼっている。また、住み良いとする割合は、2005
年度の63.9％から2020年度には76.6％となり、住み
良いとする割合は年々高くなっている。
 

住み良さの一つの指標として、公共施設等の整備
状況をみてみる。全国で人口の多い上位7都府県
（東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉
県、兵庫県）における人口当たりでの比較でみると、
埼玉県は、公民館等数1位、図書館数、劇場・音楽堂
等数がそれぞれ2位、公共スポーツ施設数、都市公
園面積がそれぞれ3位である。東京圏の1都3県の中
でも上位となっており、埼玉県は生活に必要な施設
の整備が進んでおり、住み良さの一因となっていると
考えられる。
かつては買い物などで東京都への流出が多いとさ
れていたが、埼玉県広域消費動向調査をみると、
1986年、2000年、2015年について、県内購買率が
89.8％→92.4％→94.6％と高まっている。県内では
大型商業施設の開業や駅前の整備などが進み、近
隣で買い物などを楽しめるところが増えており、こうし
た面での生活環境も向上している。また、圏央道など
道路整備が進み、物流施設や食品などの生産拠点、

らの距離、東京都への通勤・通学状況により地域の
特徴に違いがみられる。埼玉県政世論調査では埼玉
県を10地域に分類しており、地域分類は表の通りで
ある。なお、地域別での東京都へ通勤・通学する割合
は、東京都に近接する南西部地域、南部地域、西部
地域、さいたま地域、東部地域で高く、東京都から距
離のある秩父地域、北部地域で低い。県央地域、川
越比企地域、利根地域は東京都からの距離と同様
に中間となっている。
埼玉県政世論調査により地域別に住み良さにつ

いてみると、「住み良い」とする割合は、南部地域
80.5％、さいたま地域80.4％、南西部地域79.7％な

大型商業施設の立地などによる働く場所の増加、地
域の活性化も住み良さの評価につながっており、自
然災害が比較的少ないことも評価されていると考え
られる。
一方、人口当たり医師数が先の7都府県で最も少

なく、同刑法犯認知件数が3番目に多いなど、改善が
求められる面もある。

埼玉県は、地勢的また歴史的にそれぞれ特徴を
持った、いくつかの地域に分けられる。また、東京都か

ど、東京都に近い地域でやや高い傾向がみられるが、
極端な違いはない。それぞれの地域は全体としてみ
ると住み良いところと思われており、県全体として比
較的バランスがとれている。

「住み良さ」についての調査を項目別にみると、全
体とは違い地域別で違いが出てくる。「鉄道など交通
網が整っている」では、「まったくそうだと思う」と「ま
あそう思う」を合わせた割合（以下、「そう思う」）が
高いのは、南西部地域、さいたま地域それぞれ
73.3％、南部地域68.2％、低いのは秩父地域39.5％、
北部地域50.5％、川越比企地域56.5％、利根地域
60.8％となっており、東部地域、県央地域、西部地域
はその間にある。
東京都に近く東京都に通勤・通学する割合が高い
地域で「鉄道など交通網が整っている」とする割合
が高い。こうした地域では、交通利便性が住み良さの
評価につながっており、住む場所の選択基準として
重視されていると考えられる。

応のための有効な対応策と位置付けている｡気候変
動や生物多様性の劣化など、世界全体が直面する脅
威に対し、効率性のみならず持続可能性や強靭性を
重視する活動に変化し、特に地球温暖化が引き起こ
す気候変動問題は現実の脅威として最大のグローバ
ル課題となっている｡ 
日本でも、2020年10月に菅総理が所信表明で

「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする
カーボンニュートラルを目指す｣と宣言した｡革新的な
イノベーションの促進や規制改革などの政策を総動
員して、脱炭素社会の実現に取り組むとしている｡
第6期基本計画では、国内外の情勢変化を踏まえ
｢グローバル課題への対応｣とコロナ禍に対応する
「国内の社会構造の変革」の両立が不可欠との認識
の下、日本が目指す社会を「直面する脅威や先の見
えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靭性を
備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひ
とりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」
と表現し、その実現に向けた『「総合知による社会変
革」と｢知・人への投資｣の好循環』という科学技術・
イノベーション政策の方向性を示した。このような未
来社会を実現することこそが、第6期基本計画を策
定する目的としており、ＳＤＧｓとも軌を一にするものと
している。
また、その達成のため、次の5年間で約30兆円の
政府研究開発投資を確保し、これを呼び水として官
民合わせて約120兆円の研究開発投資を行っていく
ことが明記された｡
第6期基本計画では、第5期基本計画において提
唱された「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融
合させたシステムにより、経済発展と社会課題の解決
を両立する人間中心の社会」Society5.0という未来
社会を具現化していくため、以下の政策を示している。
(1)国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な
社会への変革
(2)知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる
研究力の強化

(3)一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現
する教育・人材育成

統合イノベーション戦略２０２１
第6期基本計画の実行計画として位置付けられて

いる最初の年次戦略が、6月18日に閣議決定された
「統合イノベーション戦略2021」である。第6期基本
計画策定後における各国間の技術覇権争い、気候変
動問題への対策について、国内外の大きな変化を踏
まえ、以下の6つを政策の柱に掲げている｡

地球温暖化問題についてはカーボンニュートラル
の実現を念頭に、革新的な技術の開発と社会実装を
加速化し、非連続なイノベーションの創出につながる
研究開発の必要性を示している｡ 特に温室効果ガス
排出量の8割以上を占めるエネルギー分野の取組の
重要性を示し、電力部門の脱炭素化を大前提に掲げ
ている。

埼玉県の科学技術基本計画
埼玉県では1997年度に「埼玉県科学技術基本計
画」が策定され、現在「埼玉県第4期科学技術基本
計画」（2017～2021年度）の最終年度を迎えている。
現計画では「県民生活の質の向上と地域産業の
振興に資するイノベーションの推進により、科学技術
発展の恩恵を県民と企業が享受する社会の実現」を
基本理念とし、3つの基本目標を掲げている｡
１．「稼ぐ力」を高める
２．科学技術を活用した暮らしやすい社会をつくる
３．科学技術イノベーションを支える「人財」を育てる。

はじめに
国内で新型コロナウイルス感染症の感染者が初め

て確認されてから、既に１年半が経過した。徐々にワク
チン接種が拡大し、感染収束への期待が高まりつつ
ある｡しかしながら、国産のワクチン開発にはもう少し
時間が必要であり、また感染症の拡大は改めて日本
のデジタル化の遅れを表面化させる契機ともなった｡
この間、日本の科学技術振興の方針を示す｢第6期
科学技術・イノベーション基本計画｣（以下「第6期基
本計画」という。）が策定された｡（2021年3月26日閣
議決定） 激しく時代が変化する中、様々な分野で多種
多様な課題解決を図るため､科学技術やイノベーショ
ン創出に対する期待はこれまで以上に高まっている｡ 
本稿では、新たな科学技術政策と脱炭素社会の実
現というグローバル課題に向けた新たなエネルギー
政策について、科学技術の観点から考えてみたい。

科学技術基本法等の改正
1995年11月、日本の科学技術政策の基本的な枠
組であるとともに、日本が「科学技術創造立国」を目
指し、科学技術の振興を強力に推進していく上での
バックボーンとして「科学技術基本法」が施行された。
2020年には、ＡＩやＩｏＴなど科学技術・イノベーション
の急速な進展により、人間や社会の在り方と科学技
術・イノベーションとの関係が密接不可分となってい
る現状を踏まえ、人文科学を含む科学技術の振興と
イノベーション創出の振興を一体的に図っていくとの
趣旨の下、25年ぶりとなる本格的な改正が行われた。
これは科学技術･イノベーション政策が、科学技術
の振興のみならず、社会的価値を生み出す人文･社
会科学の「知」と自然科学の「知」の融合による「総

また、2022年度からの次期科学技術基本計画の
策定に向けての参考とするため、2020年9月に県政
サポーターに対して「科学技術振興について」のアン
ケートを実施している｡関心がある科学技術分野につ
いての設問では、以下の通り「健康・医療・介護･生命
科学」に対する関心が最も高くなっている。

埼玉県では先端産業創造プロジェクトなど、企業の
研究開発力の強化や事業化を支援する取組を推進し
てきた。今後とも埼玉県の強みや特徴を生かし、先進
的な技術革新や社会課題解決に資する埼玉県発の技
術開発やイノベーションが発信されるよう期待したい｡

日本のエネルギー政策
地球温暖化がもたらす気候変動問題は世界規模

の課題であり、解決に向けた科学技術・イノベーション
創出への期待は大きい。日本国内では、温暖化の要
因となっている二酸化炭素（以下｢ＣＯ２｣という｡）の
排出量はエネルギー転換部門（発電所･製油所等）が
4割弱を占めており、エネルギー政策の在り方が、この
問題に大きな影響を与えることになる｡
日本のエネルギー政策は、2002年6月に公布、施
行されたエネルギー政策基本法に基づいて実施され
ており、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総

合的かつ計画的な推進を図るため、概ね3年ごとにエ
ネルギーの需給に関する基本的な計画（エネルギー
基本計画）を定め実施することとなっている。

計画には、①エネルギーの需給に関する施策につ
いての基本方針､②エネルギーの需給に関し、長期的、
総合的かつ計画的に講ずべき施策、③エネルギーの
需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推
進するために、重点的に研究開発のための施策を講
ずべきエネルギーに関する技術及びその施策、の3つ
について定めることとなっている｡

エネルギー基本計画
現在の計画は2018年に策定された第5次エネル

ギー基本計画であり、2030年に向けた政策の基本的
視点は3E＋S（安全性「Safety」を大前提とした上で、
エネルギーの安定供給「Energy Security」を第一と
し、経済効率性の向上「Economic Efficiency」によ
る低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境
への適合「Environment」を図るため､最大限の取組
を行うこと）である｡この3Ｅ＋Ｓの原則の下、エネルギー
政策とそれに基づく対応を着実に進め、2030年のエ
ネルギーミックスの確実な実現を目指すとしている。
このエネルギー政策の基本方針に基づき、施策を
講じたときに実現される2030年度のエネルギー需給
構造のあるべき姿として、再生可能エネルギーの比
率を22～24%に引き上げ、原子力を20～22%とし、
石炭等の発電は削減することを目標としている｡

政府は昨年10月、2050年までに温室効果ガスの
排出をゼロにするカーボンニュートラルを打ち出し、今
年4月には、2013年度比で30年度の温室効果ガス
排出量の削減幅を従来の26％から46％に拡大し、さ
らに50％の高みに向けて挑戦を続けていくと表明し
た｡この目標達成には、温室効果ガスの90％以上を占
めるＣＯ２排出量の約4割を排出する電力部門の対応
が不可欠と考えられており、現在策定が進められてい
る第6期エネルギー基本計画では、目標達成に向けた
新たな電源構成が注目されている｡電力部門のＣＯ２
排出量の大半を占めるのが火力発電所からの排出で
あり、カーボンニュートラルを実現するためには、火力
発電所からの排出量削減が最大の課題となっている。
一方、現在建設中を含め60基ある原子力発電所

は、再稼働が10基（関西電力美浜原子力発電所3号
機含む）にとどまっており、2019年度の発電量は全体
の約6％に過ぎない。また福島第一原子力発電所を

始めとして24基の廃炉が決定しているものの、廃炉
が完了するまでには相当な年月が必要となる上、運転
年限の到来により廃炉となる原子力発電所は確実に
増加していく｡ 特に福島第一原子力発電所の廃炉作
業は高濃度の放射線との戦いであり、これまでにない
革新的な技術開発が求められるであろう｡

今後、脱炭素電源、特に再生可能エネルギーを主
力電源化していく中で、自然環境により出力に影響が
ある等の再生可能エネルギー拡大に向けた課題を克
服しつつ、火力発電の持つ安定的な供給力等との調
整を図り、水素・アンモニア等のＣＯ２の排出を伴わな
い電源やＣＯ２の回収・有効利用・貯留（ＣＣＵＳ※）等
の技術を組み合わせることで、火力発電からの代替
えを推進していく必要がある。

おわりに
科学技術・イノベーション政策は、地球規模の危機

を克服しＳＤＧsに求められる持続可能な社会を目指
す上で極めて重要な政策であると同時に、国際協調
との調和を図りつつ、自国の競争力強化のための未
来投資を加速させていくことが求められている。
新型コロナウイルス感染症の収束に向けたワクチン

や治療薬の早期開発、気候変動問題ヘの対応等、改
めて科学技術・イノベーションが果たす役割の大きさ
を感じることとなった。日本が世界に向けて発信し貢
献できる技術開発やイノベーション創出に期待したい。

合知」により、人間や社会の総合的理解と課題解決
に資する政策となったことを意味するものとしている｡
法律の名称は「科学技術・イノベーション基本法」

となり、これまで科学技術の規定から除外されていた
「人文・社会科学（法では「人文科学」と記載）のみ」
に係るものを同法の対象である「科学技術」の範囲
に位置付けるとともに、「イノベーションの創出」を柱
の一つに据えた。
尚、「イノベーションの創出」とは基本法第2条第1
項において｢科学的な発見又は発明、新商品又は新
役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価
値を生み出し、これを普及することにより、経済社会
の大きな変化を創出することをいう。｣とされている｡

科学技術・イノベーション基本計画
科学技術基本法に基づき、1996年に第1期科学
技術基本計画が策定されて以降、10年程度の将来
を見通しつつ5年毎に策定されてきた科学技術基本
計画は、科学技術基本法等の改正を踏まえ、2021年
4月から第６期目となる「科学技術・イノベーション基
本計画」がスタートした｡
第5期計画策定以降の5年間における新たな社会
変化としては、世界秩序の再編､現実の脅威となった
グローバル・アジェンダ（気候変動や生物多様性の劣
化等、世界全体が直面している様々な問題）、情報社
会（Society4.0）の限界の露呈が挙げられ、これらの
変化を新型コロナウイルス感染症の拡大が加速させ
ていると考えられている。
科学技術･イノベーションは、激化する国家間の覇
権争いの中核となり、先端的な基礎研究とその成果
の実用化による果実を、安全保障上の脅威等への対

一方、「街の中や住まいのまわりに緑が多い」は、
秩父地域89.5％、西部地域79.1％、北部地域
72.1％、川越比企地域70.4％で「そう思う」が多い。
東京都から距離のある地域では、緑など自然環境の
満足度が高く、住み良さとしてこうした点を評価して
いると考えられる。

「住まいの近くに商店などが多く、日常生活に便
利」は、さいたま地域68.9％、南西部地域67.6％、南
部地域64.8％、東部地域60.0％で高く、それ以外の
地域はやや低くなっている。

　　　
住み良さの一つの指標として、1戸当たりの住宅面
積をみると、秩父地域118.2㎡、北部地域106.0㎡、
利根地域103.6㎡と東京都から距離のある地域で大
きく、東京都に近い地域では小さい。
以上のことをまとめると、東京都に近い南部地域、
南西部地域、東部地域、さいたま地域では、交通利
便性や生活利便性の評価が高い一方、緑の多さや、
住宅面積など住環境については、やや弱い。東京都

から距離のある利根地域、北部地域、秩父地域は東
京都から近い地域とは反対の傾向がみられる。中間
にある県央地域、川越比企地域、西部地域は、緑の
多さなど生活環境については比較的評価が高いが、
生活利便性での評価が低い。
交通利便性と住環境が相反することがあるように、
住み良いとする基準や住む場所として選択する基準
は年齢や家族構成、勤務状況などの状況や、住むと
ころとして何を重視するかにより異なる。埼玉県は、
地域により生活環境に違いがみられ、まちづくりの重
点や方向性も地域に応じて異なるものと考えられる。
　

　
埼玉県では、「まちづくり埼玉プラン」などで地域
別の特徴を踏まえて、それぞれまちづくりの重点課題、
施策、目標等を定めている。これらを参考として、地
域別のまちづくりについて考えてみる。
南部地域、南西部地域、東部地域、さいたま地域

は、東京都に近接し、東京都への通勤・通学者の割
合が高く、人口の増加が続いている。交通利便性、生
活利便性の評価は高い。今後も、駅などを中心として
都市機能を集積し利便性をさらに高め、賑わいのあ
るまちづくりを進めることによって、さらなる魅力の向
上が期待される。
県央地域、川越比企地域、西部地域は、埼玉県の

中間部であり、東京都への通勤・通学者が一定の割

合を占めるが、人口は減少している。交通利便性や
生活利便性にやや弱い面がみられる一方で、東京都
に近接する地域と比べ、緑が多く、住宅面積も広い。
都市機能の集積やアクセスの改善により生活利便
性を高めるとともに、圏央道や幹線道路周辺での産
業立地により雇用の確保、地域の活力が高まること
が期待される。また、比較的良好な住環境をアピール
し、子育て支援や、医療、福祉など生活に寄り添った
施策に重点を置くことにより、住み良いまちとして選
ばれることが期待される。
利根地域、北部地域、秩父地域は、東京都から距
離があり、東京都への通勤・通学者の割合が小さく、
人口の減少が続いている。地域の中心に機能を集積
するコンパクトなまちづくりを行うとともに、自然や歴
史的資産をいかした観光振興が期待される。自然体
験や農業体験など都市とは違った楽しさや住み良さ
をアピールし、移住や二拠点生活などのニーズを取
り込んでいくことも重要である。
埼玉県がより住み良いところとなるために、地域特
性、住民のニーズに応じた、各種施策、まちづくりを行
うことが重要である。これにより、地域それぞれが持
つ魅力が向上し、埼玉県全体が住み良い、また、選ば
れる県としてバランスの取れた発展が持続できると
考える。 （吉嶺暢嗣）

●電源別の発電に伴う二酸化炭素排出量

資料：環境省「2018年度（平成30年度）の温室効果ガス排出量（要因分析）

※Carbon dioxide（二酸化炭素）、Capture（分離・回収）、Utilization（有効利用）、
　Storage（貯留）

●2030年度の電源構成

 資料：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2020」

●二酸化炭素排出量（電気・熱配分前）

資料：環境省「2019年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」

資料:埼玉県HP　第166回簡易アンケート「科学技術の振興について」　

●電源構成比の推移

資料：環境省「2019年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」
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